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公共支給による木造公共建築物の事業スケジュールに関する一考察

The influence by Supplying of Material on Project Schedule of 

Public '¥九ToodenFacilities in case of Split Order 

正木哲へ堂脇古典ペ時政康司…志波文彦料料，竹下輝和*****

Tetsu MASAKI. Y oshinori DOW AKI. Yasusi TOKIMASA 

Fumihiko SHI'¥九TA and Terukazu T AKESHIT A 

This study focuses on two advanced cases of public wooden facilities in case of split order and consider their mutual 

influences in respect to the change of quantity of timber procurement and wooden facilities design process. As a 

result further findings are revealed. 1) The survey that investigated the tracking of changes in volume of timber 

suggested that obtained findings could serve as reference data to estimate the required amount of timber in the 

planning process. 2) The decision of required amount of timber and public procurement and provision processes 

are regulated during the planning process. Since the planner can not influence on time when lumbering will be 

performed， pr吋ectscheduling becomes extremely important. 3) It is required to be flexible in case that the required 

amount of timber is not clear and bearing in mind possibility of additional cost of purchase. 
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1.はじめに

1-1.研究の背景

近年、戦後の拡大造林期の大量の人工林が間伐期

を迎え注 1)その利活用が求められている。特に、学

校施設については近い将来に膨大な量の整備需要

の発生が予測されることから注2)、潜在的な需要が

期待されている。こうした状況を踏まえ、 2009年

5月には「公共建築物等における木材の利用の促進

に関する法律」が成立し、同年 10月には施行され

た。また、同年 10月に策定された「公共建築物に

おける木材の利用の促進に関する基本方針」では、

低層の公共建築物について積極的に木造化を促進

するとともに、木造化が困難であるものも含め、内

装等の木質化を推進することとしている。国交省で

空間システム専攻博士後期課程

大和ハウス

TMD研究所
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は官庁営繕における技術基準として、従前の技術

基準では木造の建築設計に関して不足があるとし、

「木造計画・設計基準Jを2011年 5月に制定した。

こうした公共建築物の木造化の動きの中で、依然

として課題となっているのは、大量の木材の調達

方法やスケジ、ュールの問題である。特に、林産地

の近隣自治体では市町村有林や学校林等の公有林

の森林資源の活用を求められるケースが見られる。

しかしながら、建築主である行政や設計者の知識・

経験不足から、木材の伐期を考慮したスケジ、ュール

の設定や、指定された品質の木材数量の大量確保

がリスクとなり、木造化への取り組みが進まない注3)

のが現状である。

1-2. r公共支給」の定義

木材利用に初めて取り組む地方公共団体から「具

体的な進め方が分からず、実際に取り組むにはハー

ドルが高い」という声があったことを受けて、文部

科学省と林野庁は平成 21年度に「学校の木造設計

等を考える研究会」を設置、平成 22年度 5月には
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同研究会によって木材利用の検討の進め方やコス

ト抑制方法に関しての留意点や工夫事例をまとめ

た冊子注4)が作成された。その中で示されている木

材の確保方法は下記の2通りである。①市町村有林、

地元産材を伐採して利用する方法と、②主に流通材

を利用する方法である。木材の確保方法を選択する

にあたっては、「都道府県林政部局等に相談しなが

ら地域の事情に応じて見込みが立つかどうか検討

する」必要があり、発注方式は①の場合や、流通材

で調達できない場合などには材工分離発注方式が

採用されることになる。

ところで、明治期のわが国においては公共建築

物においては直営・分業請負・一式請負の発注方

式が混在しており、建築家や営繕部の指導のもと、

行政自ら材料を調達し、支給する材工分離発注方式

が採用される事例が見られた。しかしながら、一式

定額請負の官庁契約を原則として規定した明治 22

年の会計法を機に、総合請負業者の台頭、建築材料

の規格化の進展とともに、施工者による材料調達、

つまり、一式請負発注方式が一般化した注5)。

こうした歴史的経緯の中で、木材利用が期待され

ている今日においては、林産業の盛んな地域におい

て、特に、市町村有林のある地域では行政が自ら木

材を調達し施工者に支給する方法が採用され得る。

本研究では公共建築において材工分離発注方式

の採用により、行政が自ら建設資材を調達し、施工

業者に支給する方法を「公共支給」と定義し、そ

のように調達された建設資材を「公共支給材」と定

義する。本研究は市町村有林から産出された木材、

すなわち、「市町村材」の公共支給のあり方を考察

するものである。

1-3.研究の目的

公共建築物、特に、木造施設の計画において、材

工分離発注方式は地域の林産業が盛んな地域にお

いて選択され得る方式であり、事例もすでに報告

されている。しかし、木材の確保には伐採・製材・

乾燥期間を要するため、これらを見込んだ事業スケ

ジ、ュールを組む必要があり、特に、乾燥期間は人

工乾燥か天然乾燥かによってリードタイムに大き

な差が出ることになる。よって、発注者と設計者

そして地域の林産・木材産業関係者といったステー

クホルダー聞において、計画の早い段階から連携体

制を整えることは重要である。ところで、わが国で

は昭和 34年の学会による「木造建築禁止決議」以

降、公共建築の「非木質化」の時代となっていたた

め、木造建築の設計実績がある設計者不足は否め

ず、同冊子注4)においても、設計事務所の選定にあ

たっては木造建築の実績のある事務所から選ぶこ

とが奨励されているのが実情である。今後も、低層

の公共建築物を中心に木造での整備が推進される

ことを鑑みると、材工分離発注方式における公共

支給材の調達スケジ、ュールに関する知見の集積は

ますます重要であると考える。とりわけ、設計者に

は公共支給材の調達スケジ、ュールを考慮した計画・

設計プロセスが求められる。

公共支給による木造施設の事業スケジ、ュールは、

地域の林産業、木材工業の実情に多大な影響を受け

るため、ケースバイケースとならざるを得ないが、

公共支給に関する知見の集積にはケーススタディ

を重ねていくことが最も有効である。そ乙で、本研

究では、行政による公共支給材を使用して建設され

た2校のケーススタディを通じて、公共支給材の

調達スケジ、ュールと建築設計プロセスとが互いに

与える影響を考察し、木材調達に関して有益な知見

を得ることを目的としている。

2.研究の方法

2-1.調査方法

調査概要を表 1~こ示す。本研究では、ともに市町

村材を活用して建設を行った栃木県のM町立M校

(以下、 M校)と佐賀県のS市立H校(以下、 H校)

を調査対象としてケーススタディを行った(表2、

表3)。具体的には、調査対象校の建設事業に関す

る要覧、木材数量表、設計図書等の資料から木材の

利用プロセスと数量の変遷、調達材の品質確保の取

り組みをまとめた。また、行政、設計者、製材業者

等の関係者を対象にヒアリングを行い、当時の状況

表1.調査概要

調資方法 時期 調査対象 調査繊要

ヒアリング調査① 2009.10. 木材乾燥・加工 H校建般事業における木材の伐採、製初、

業者 乾燥、加工、運織に関す否ヒアリシグ

ヒアリング調査② 2009.12. S市役所の事業 H校建設事業の経緯、事業過程、木材調達

担当者 に関するヒアリング

資料調査① 2009.12 S市教育委員会 H校建殴事業の犠要、事業過程、調達木材

数量の変遷の把握

資料調査② 2009.12. 基本・実施段計 M校建設事業の概要、事業過程、調達木材

担当畿百十事務所 数量の変遷の把握

ヒアリング調査③ 2010.01. 段計事務所の段 M校建段事業の木材調達、木材の積算、盤

計担当者 百十に関するヒアリシグ
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表2.調査対象の概要 諸胸入材は屋内運動場床材、合筏等を隊く

名 称 M町立問中学校(栃木県) S市立小中一貫H校{佐賀県)

用途地場 第一種住居地域{法第22条地主事) 都市計画・準都市計画区域外

建築面積 6.257 ni 3.453附

延床面積 6.837同 4.815凶

敷地面積 31.267 ni 18.899 ni 

建ぺい率 20.01 % 18.28 % 
容積率 21.87 % 25.47 % 

校舎建段費 1.142百千円 694百千円

校舎建設単価 244千円/ni 227千円/ni
木材調達費 48，429千円 83，737千円

支給材 町有林より約74% 市有林より約86%
木材乾燥方法 天然乾燥 人工乾燥

購入材 県産流通材約26% 県産流通材約14%
首長S市教育曇員会 H小・中学段故銀事業におげる木材活用額夏、同確認申踊奮より

E展開町教育委員会 M町立阿中学綬改築事業の慨聾およびパシフレ型ト、 2010年Z月1日 実施政計者ヒアリングより

表 3. 棟別の概要

名 称

普通教室棟

管理棟

特別教室棟

屋内運動場

翠盟ヱーー

両市字一校

構 造

示雨一貫m交

構 造

木造 2階建

RC造 2階建

※S市教育餐員会 H小・申学校放策事難にお付る木材活用概要、何町教育委員会 M町立州中学校改鐙事業の顕要より

および計画意図を把握した上で、公共支給による

市町村材の数量の変化と事業スケジ、ュール、また、

設計プロセスと市町村材の調達・支給プロセスの関

係について明らかにし、考察を試みた。なお、木材

数量に関するヒアリングの対象に関して、 M校に

ついては設計事務所が木材数量の管理者になって

いたため、ヒアリングは設計者に行った。 H校につ

いては、木材数量が一括で管理されていなかった

ため、主要な事業関係者がヒアリングの対象になっ

ている。

2-2.分析方法

1 )木材数量の変遷について

木材の数量は、主に木に物理的な加工を加えるこ

とで大きく変化する。そこで、木材の運搬業務に

よって区切られる、伐採・製材・乾燥・保管・施工

の5つの業務のうち、物理的加工が加えられる上記

の伐採・製材・施工の 3段階について、それぞれ

数量の把握を試みた。

2)設計プロセスと市町村材の調達・支給プロセス

の関係について

設計プロセスと市町村材の調達・支給プロセスの

関係をフロー図として構造化を試みる。設計プロ

セスとは、ここでは基本設計段階、実施設計段階、

工事監理段階とした。市町村材の調達・支給プロ

セスとは、伐出段階、加工段階、施工段階とした。

伐出段階とは、市町村有林の伐採方法の検討から伐

採し、製材所に輸送するところまで、それらに付

随する業務が行われる段階である。加工段階とは、

製材所等における木材の乾燥や製材を行い、施工業

者に木材を引き渡すまでの、それらに付随する業務

を行なわれる段階である。施工段階とは、施工業者

に木材引渡し後、現場における作業段階である。

ケーススタディにおける実際の業務フローは、

ケースによって大きく異なることが予想される。な

ぜなら、スケジ、ュールや事業予算管理のため、無駄

の少ない木材利用が求められることから設計と木

材調達は並行して行われ、木材の設計数量と調達数

量は相互に調整されると予想されるためである。

3. M校における市町村材調達と事業スケジ、ユール

3-1. 事業概要

M校は、旧校舎の老朽化を受け、大正2年の植林

を端緒とする町有林 150haから公共調達されたス

ギ、ヒノキを活用して改築され、 2008年 12月に

竣工した。「町有林を活用した町の歴史と町民の心

に残る学び舎づくり」をコンセプトに、ハード面で

は丸太材や梁材といった構造材や天井・床・壁の板

材などは無垢材としての木材利用、および、シンプル

な平面計画・設備計画を、ソフト面では学校建設へ

の町民参加および校外学習の場としての学校建設

の活用を目標として計画された。

本事例では、県林業センターと U大学の協力に

より、ストック用地への受け入れ完了時に全体材

積の 10%の強度・乾燥検査を行うとともに、丸太

材 10本、角材4本のパイロット材を対象に、 2カ

月に 1度、計6問、曲げヤング率および含水率を測

定することで、]AS同等の品質証明を取得している。

また、特殊な構造についてはT大学の協力により、

強度試験が行われた。

3-2. M校における市町村材数量の変遷

3-2-1.伐採段階

伐採から製材、乾燥、保管までの業務は地元の森

林組合に委託された。伐期を目前に控え、プロポー

ザルで提示された計画案をもとに、設計者によるお

おまかな必要材積の検討および森林組合による伐

採計画の検討がなされた。前述のコンセプトに基づ

いた設計により、丸太材、長尺材、大径材が必要と

されたため、上層間伐により良材が優先的に確保さ

れ、不足分は流通材で補えるよう計画された。 1回

目の伐採により丸太材の必要数量は確保されたが、
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製材が大きく不足したため、設計変更とともに丸太

余剰材の製材、追加伐採が検討され、行政を中心と

して不足材の数量の精査が行われた(表 4)。

表 4. 伐採の概要 (M校)

第一回伐採 第二回伐探 | 支給用原木 | 
伐採地区 伐採面積 伐祭方法 伐採面積 !伐採方送 h | 材 積 一|

Y地区 24.0ha 20%間伐 2.7ha 1 皆伐 F 
I地区 9.2ha i 30%間伐 A 

出 1 町教育聖書員会 阿町立M中字綬~鏡事業の援要、 2010年2月l目 安値段計者 ヒアリングより

※ 2 原本の副材前の数量l立杷姐されていはい. (但し、第一回の立木伐援叡1;1:1，∞5本とみられる.) 

3-2-2. 製材段階

丸太材の原木は伐採地で葉枯らしし、近隣の川を

利用した高圧水銃による皮むきが行われた。製材の

原木は伐採現場で玉切り、集材された後、町内の製

材業者3社に適宜搬入され、製材された。丸太材お

よび製材は、対象敷地の西約 1kmにある町有地(面

積約 38，000rrl注 6)) にストックされ、防カビ処理

の後、仮設の屋根の下で天然乾燥された。調達する

製材の目標材積は設計数量の 2割増しに設定され、

設計数量 1，208rrlの約 131%にあたる 1，584rrlの

木材が最終的に確保された(表 5)。

表 5. 支給材の確保数量 (M校) ※パ イ ロ ッ ト 樹 ( 丸 太初岬鮒嶋)桔む・

スギ (65~85年)ヒノキ (80~95年) その他 合計

丸太材 一一 627杢担L~旦笠且1一_].]_珪杢」よ主1且之士主L_~剖杢劃~2且 一一~笠
角材 4札，317本 I 50凹0内附1 655本 1ロ2r附T村1 4孔，97η2本

一一一扇玩一 1弘云扇?一五丙主百苛干
--司『咽-- 司-司-- -司--司司圃....--

1 l，208m 11 370肘 11 6肘1[>I l，584m I 

※町教育聖書員会 H申学綬木羽調遣内訳より

3-2-3.施工段階

本事業では、工事請負契約時の目安として、使用

材積の 7割を公共調達材の支給、 3割を施工者に

よる県産流通材の購入とするよう取り決められた。

また、支給材は基本的に全材管理、全材支給であ

り、不良材も施工者が工夫して使うこととされた。

属図書孟

プm i 
L 一一ー一一一j

E霊

回盟理璽島
10 12 10 12 

プロポーザル

基本位計 実筋設計
圃聞

伐採 台帳作成製材 追加伐採

一一一一一一 園田園・
葉絡らし・皮むき 天然乾燥

幅
段富十数量E確定① ②強度試験③ ④ 

受入検査11 1 1 1 1 

⑤ 

また、町の財産としての町有林を最大限活用するた

め、細物なども間柱や造作などに使用したことで、

当初 70%と想定された歩留まりは 80%近くとなっ

た。以上の経過のもと、実際に使用された支給材は

施工材積の 74.3%、延床面積あたり 0.131rrl/凶の

木利用率で、あった(表6)。

さらに、余材を利用した机、椅子、丸太ベンチの

製作、道の駅の建設へのヒノキ丸太材の活用、不要

材木の売却がなされた。なお、製材により発生した

オガ粉やバタ材は全て回収され、地元の有機物リサ

イクルセンターの有機肥料の原料として活用され

た。

表6. 設計材積と施工実績 (M校)

2量計材積 | 

i往 (5 寸角~) ・筋交

構 造材 蚕て 石市 ぶ-)--i 280川|

i床組み(土台4寸角) I 
豆埜旦 1 I 352n1 I 

造作材 ‘壁材 62m I 
1E転材

他 1ウッドデッキ l_____!Q旦」一一」
;柱 (5 寸角~) ・筋交

情造締 役 ・桁(5 寸角~)一- -1 317n1 I 
五組み(土台4寸角) -i 1 

i天井材 I 384n1 I 
造作紛亙証一 ー 57m 1 1 ~ 

j床紛 ハ
他 !ウッドデッキ ! 10rri I Iυ 

; 柱 (5 寸角~) ・筋交

構造材 i企桁 (5ずい J 266m I 

s床絹み{主歯4寸角)

I 325n1 

床初

他 iウッドデッキ 5川|

川廊下|艇紛 i 5!!i.1 14n1 I 

I 造作材 9同|

{一一一「 精進材 i 68;:;11で三了1
造作材 65rri I‘ d 山 " I 

米 l.~芋邑月3日 実施段計担当寧窓所 H申学位実施段計包より

仁E窒ゴ

支給材

約897m

※2 施工時の宣給栃の割合約74.3略よりU 2(沼恒享12月25日 実組録十者 ヒアリ〉グより

3-3. M校の事業スケジ、ユール

ヒアリング調査または提供資料を基に、市町村材

の調達・支給スケジュールと設計スケジュールを

中心に M校の事業スケジ、ュールを時系列で表現し

た(図 1)。建設に先立ち、木材の伐期や、丸太材

四宮Hl~ E~岳
46  8 10 12 2 10 12 

入札施工(庭内運動場)

施工(校舎各機)

町に号|渡し 施工業者に支給

1 I 

⑥ ※①~⑥は材料検重量 後工検査・残キオ満S革

確認申繍 務負契約

1123 I 

図 1. M中学校建設事業の木材調達の流れ(天然乾燥)
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の使用を前提としたことから木材の乾燥は天然乾

燥を採用せざるを得ず、また、木材と工事は分離発

注としている。基本設計とともに構造材の概算数量

を算出し、山林調査を行っている。実施設計期間と

並行して天然乾燥期間が確保され、木材は、施工の

開始とともに施工業者に支給されている。全事業

期間は 2005年度から 2008年度にまたがり、合計

1，123日である。

4. H校における市町村材調達と事業スケジ、ユール

4-1. 事業概要

S市立H校は、ダム建設による旧校舎の移転改築

に伴い 2004年に計画が始まり、 2005年 10月の

吸収合併による旧 F町から S市への業務引き継ぎ

と配置計画の見直しを経て、 2008年3月に竣工し

た。本事業は「小中学校一体で、地域になじみ愛さ

れる安心・安全な学校づくり」をコンセプトとし、

旧校舎における入念な事前調査に基づき、へき地の

小規模校としての教育上の利点を生かした計画が

なされた。また、対象地区である旧F町はスギの林

産地であり、対象校が学校林を保有していたことか

ら、スギの無垢材をふんだんに活用しつつ高い耐

震・耐久性を確保できる構造計画、木のぬくもりを

活かした環境にやさしい設備計画が、木材利用の計

画目標とされた。品質管理の面では人工乾燥とプレ

カットによる製材の管理が行われるとともに、パ

イロット材のヤング率および含水率の測定により、

JAS同等の品質であることが確認された。

4・2.H校における市町村材数量の変遷

4-2-1.伐採段階

本事例では、伐採・製材・乾燥・保管を通じて

市が一貫して管理しやすいように、地域産材に詳

留置E ErmZE竪
4 6 8 10 12 

基本役き十

入札実施段言十

伐採

現地調嚢 織ま軍数量型車出 伐採方法の検討

I I 
受託契約

置室個室宮司・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

しく処理能力・管理能力が高い地元の森林組合に

一連の業務が委託された。伐採地は対象敷地より

南および北約 2kmに位置し、学校林として管理さ

れてきた0地区およびS地区であり、伐採に先立つ

て原木のサンプリング調査が行われた。両地区の山

の皆伐の後、玉切りされた原木は合計 3，046rrlであ

り、 66%にあたる 2，011rrlが製材業者に引き渡さ

れ、曲りや根曲りにより製材に適さない残りの原木

はパルプ製造業者に売却された(表 7)。

表 7. 伐採段階の原木数量 (H校)

| スギ原木(正常) 11スギ原木(幽・根飽)1

伐袋地区 本数 | 材積 本数 1 材積 伐採面積 !伐採方法

0地区 1，3991 1，129.58 1，117i 558.46 2.6hal 皆伐
一 一一 一一一一一一一 一 一 一

S地区 2，35創 881.31 1，873i 476.81 3.5ha! 皆伐
『司司..........- -司圃.........-

| 支給用原木 H売却(建材外用途) 1 

本数 i材積 本数 ) 材積

3.755) 2，010.89 2，9901 1.035.27 
謀 2αあ年6月lS日森林組合収稽鏑重量n十表より

4-2-2.製材段階

製材段階では、業者による検品の結果、 612rrl 

が曲り・小径のため製材が困難として売却され、

69.6%にあたる 1.556rrlの原木が製材された。製

品材積は 714rrlであり、 5%の不良品が除かれ、

682 rrlが施工業者に納入された(表8)。乾燥につ

いては、構法計画により寸法精度の高い構造材が必

要とされたことと、天然乾燥と比べて手聞がかから

ないことから人工乾燥が採用された。また、乾燥に

際し含水率 10"'-' 15%の材が求められたため、乾

表8 支給材の確保材積 (H校)

スギ支給材 合計 スギ追加材

製品 i製品不良品 ! 売却 購入

原木 1，329ni 70ni 612ni I 2，Ollni 
~ ! 司唱・..... 『 ζζ"7'

製材 682ni 32ni 714ni 107ni 
※ 2∞恒芋10月13日木材加工業者 ヒアリングより

E~ 
46  8 10 12 

入札 施工(鐘内議重力湯)

製粉

入札 施工(校舎各様)

人工事E幾総工業者に支給

量 掴臨

E ..  墨
4 6 8 10 12 

極言十数量置確定 材料検褒 強度低験 竣工検査・残材清錬

I I I I 

678 

図2. 小中一貫H校建設事業の木材調達の流れ(人工乾燥)
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燥能力の高い県外の木材加工業者との技術提携に

より乾燥・保管が行われた0

4-2-3.施工段階

施工にあたり、設計数量 732r誌のうち実施設計

段階で新たに必要となった材について、森林組合

から購入した県産材原木を製材し 107rrlの追加調

達を行った。施工を経て最終的に 31rrlの残材が発

生し、有価物として森林組合に払い下げられた(表

9)。また、無垢のスギ柱材を利用した木質パネル

を普通教室棟の床および天井、管理教室棟の天井の

一部に用いた結果、 0.135凶/凶の木利用率が確保

されている。

表9. 設計材積と施工実績 (H校)

L一一一
設計材積 | 

柱・梁 ( 5寸角~)、筋交 I

:テラス転lまし床組み "__ ，1 
構造材 一一一一一一一一一一-' 175m I 

i転まし床組み I 
一 一 一沫製間仕切り悶柱 I Ar，....J I 

I 452m I 
I塁線杉材 __~ ，1 .__." 

」一一一一一一一-~ 260川|
造作材 壁杉材 --: : I 

I...:c.. • 剛入材 12ml:床杉紛 -"-..~，，， I 
家具 ;路台 5ml 

支給材

651rけ

仁霊璽コ

普通教室練
1，55中村

W遺

2階建

」一一一一一
構造材 i転iliし床絡み (4寸角) i 

床、踊場杉板張り ! 
造作材 路面段板 3 

!クロスパネル i 主日家具 ;クロスパネル

E
E
 

0.3附 I
一 一9m 112m 

問入材3ml

三

板

一利

龍
一即

日
一
性
別

ス一一杉
一ペ

材
一
材

造
一
作

権
一
造

構造材 r --r 19附 i二二寸
造作紡 11rril 一… | 

来 2∞8l1'6月3日 S市建段部晦績o H小中学恒実施種計図より

※S市教育聖書園会 H小 ・中学校改損..における料才活用慣璽より 一伊一
司給

3

一

一
支
一

4-3.H校の事業スケジ、ュール

M校と同様に、 H校の事業スケジュールを時系

列で表現した(図 2)0H校の事業スケジ、ュールは

国のダム建設事業の都合により、既存中学校敷地の

引渡し時期が決まっていたため、その期限からの逆

算で決まっている。 2年間の短いスケジ、ュールだ、っ

たため、木材の乾燥方法は人工乾燥が採用された。

本ケースでは設計から必要木材量を算出するので

はなく、伐採地の山林の状況から製品化が可能な木

材量が決っている。実施設計期間と伐採期間が平

行しているが、乾燥期間は極めて短い。結果、 678

日で、事業スケジ、ュールを終えている。 H校のケース

では、事業期間が短かったため、木材に関しては、

M校と同様に材工分離発注方式を採用しているが、

M校のケースのように事前に木材の必要数量の概

算を出すのではなく、伐採と実施設計を同時並行し

ている。

5.分析と考察

5-1.木材数量の変遷に関する考察

木材数量の変遷について、 M校において各観測

点における材積のデータが確認できたのは、伐採

段階における伐採量、製材段階における製材品量・

製材合格品量、施工段階における納品数量・施工数

量のみであり、製材前の原木の数量は確認すること

ができなかった。 M校のケースでは、施工段階での

柔軟な木材利用をすることが施工者に求められて

いたことにより、最終的には施工者が木材数量を調

整する役割を担っていたと考えられる。そのため、

設計者に対するヒアリングによって可能な数量の

把握は設計数量のみであった。対して、 H校につい

ては、伐採段階では伐採数量・原木数量、製材段

階では製材用原木数量・製材品量・製材合格品量、

施工段階では納品数量・施工数量が確認できた。

H校における木材数量の変遷を図 3~こ示す。伐

採段階における伐採量に対する利用可能量、利用

可能量に対する製材可能量の割合は、それぞれ、

71 %、 72%であり、ヒアリングを行った製材業者

によれば、これらは妥当な数字ということであっ

た注6)。製材可能量に対する製品量の割合、つまり

製品歩留まりは、 44%であった。よって、伐採量

に対する製品量は 22%である。 H校では製材業者

にヒアリングを行うことが可能であったため、詳

細に木材数量の変遷を追うことが可能であった。 H

校のケースのように、調達先の公有林の生育状態に

よって支給可能な木材数量が不明確であり、また、

支給先の現場に高品質の製材が求められるといっ

た場合には、品質確保の鍵を握る製材業者が木材数

量の管理の担い手となると考えられる。いずれの主

体が材積情報の管理を担うにせよ、図3に示したよ

うな木材調達数量の情報が公共支給の主体となる

臨値目-置.i~~m~l，".古画面軍事- 町田町田町. .J:~Wj ，"'C田園園田ー 込

立本縄置と伐震計画

抱木の伐俣 ・玉切り

人工蛇鰍・ブレ力ツト

に合わぜた遍~J. 峻品

プレ力ツ卜された

担輔の組立て施工

+
直
一

一 隅 訓脚

残材 31m

くJII(*-売却〉 く阻品売却〉

く二工会杯組合 〉ぐ 糊 E工綿 一一〉く一一一 連繊者 〉

図3. H校の木材調達における材積の変遷
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行政に集約され蓄積されることは、市町村材の公

共支給を検討する上で有用であるため、引き続き、

材積を軸に諸情報を蓄積していくことが求められ

る。その場合、原木の投入量と製品量を把握するこ

とが可能な製材業者の果たす役割は大きい。無論、

こういった目安は、市町村有林の生育状態に左右さ

れるため、注意が必要であるが、例えばH校のケー

スと類似の条件下では、設計数量が確定している場

合には、設計数量のおよそ 4.5倍の伐採数量が必要

である、また、予め伐採可能量が把握できている場

合には、伐採可能量から 0.2倍ほどの製品の確保を

見込める、というように目安になることが分かる。

5-2. 設計プロセスと市町村材の調達・支給プロセ

スの関係に関する考察

設計プロセスと市町村材の調達・支給プロセスの

関係は、①基本設計過程における使用木材数量の概

算算出と市町村有林からの伐採、②実施設計過程に

おける設計数量確定後の木材リスト作成と製材が、

事業スケジ、ュールにおけるプロセスの重要な契機

となりうる(図4)。乙れらの契機は、木材の調達・

支給プロセスにおいては伐採段階から製材段階ヘ、

製材段階から施工段階へとプロセスの移行と重な

りあう。一方で、設計フロセスにおいては、基本設

計過程と実施設計過程それぞれの途中段階で材積

の概算算出、木材リストの作成が可能であること

から必ずしも一致しない。このことから、各設計

段階において木材数量の算出によって木材の調達・

支給プロセスが次の段階に進む乙とから、材積の概

算算出、木材リストの作成のタイミングがより重要

であることがわかる。特に、木材の伐採は秋冬がふ

さわしいとされていることから、設計者にはこれら

を考慮したスケジ、ュール管理が求められる。

①において、 M校では先に設計者から木材のお

おまかな必要量が提示され、それを基に伐採計画の

検討が始まった。 1回目の伐採後、すぐに数量不足

が明らかになったことから追加伐採を行い、なおか

つ、設計変更を行っている。

H校の場合、伐採と実施設計をほぼ同時並行して

いるそのため、設計数量に対して、確保可能な製品

の数量は製材が終わる段階まで確定していなかっ

たと思われる。 H校のケースでは公共支給材は全体

の木材使用量に対して 86%であったが、山林の生

育状態によって追加購入が増える場合があるため

リスクは高い。ところで、 H校の場合、木造校舎の

床と天井の構造に流通規格材を大量に使用する工

法を採用していたため、追加購入の必要性が明らか

になった場合においても、市場の在庫によって柔

軟に対応できる可能性があった。この点において、

流通規格材を用いる工法を採用しておくことは有

効な手立てとしてと考えられる。

設計プロセス

基本設計叫腕欄僻--言語i

議総機後3鍛え.
実飽設計

明苦脚》

工事監理

調達・支給ブロゼス

i 伐出段階

伐採/球出お 一一一一冊

j ro工段階

'一一一撃主主ζ襲揮旬、一一一一

施工業者Ø51~き渡レメ

施工段階

図4. 設計プロセスと調達・支給プロセスのフロー

6. まとめ

本研究では公共支給による木造施設計画におい

て、調達される木材の数量の変遷、また、木造施設

の設計プロセスと市町村材の調達・支給プロセス

とが互いに与える影響について、公共支給の先進事

例である 2例のケーススタディを通して考察を行っ

た。その結果、以下のことが明らかになった。 1)

木材数量の変遷の追跡調査によって、木造施設計画

時の木材必要量の推定に参考となるデータを得る

ことができた。引き続き、様々なケースでの検証が

求められる。 H校のケースでは、 M校に比べて製

品に不適合な木材が多く、結果的に利用された木材

量は、伐採量の 22%である。 2)設計プロセスに

おける、木材数量を決定するタイミングは、公共支

給材の調達・支給プロセスを規定する。設計者は動

かしがたい伐採の時期を基点として、スケジ、ュール

管理を行うことが肝要である。また、行政において

は設計者を決定する時期を十分に考慮する必要が

あると思われる。 3)事前に支給される木材量が不

明確な場合、設計者は追加購入の恐れがあることを

前提としたスケジ、ュール計画や工法計画が求めら

れる。 H校では M校のように、早い段階で市町村

林より支給可能な木材量が明らかになっていれば、
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追加購入などのリスクは軽減すると考えられる。
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注

1) 木材をめぐる現状 (2007年林野庁木材産業

課・木材利用課)によると、現状のまま推移すれば

2017年には人工林の約6割が 50年生以上となる

と予測されている。

2) 学校施設における木材利用推進の取組 (2009
文教施設フォーラム 文部科学省)全国の非木造の

公立小中学校の保有面積の 49.8%が築 30年以上

(2009年速報値)。

3)参考文献 1)によれば、「平成 20(2008)年度

に新築・増築・改築を行った建築物の床面積のうち

木造のものの割合は、建築物全体では 36%である

のに対して、公共建築物では 7.5%にとどまってい

るJとされている。

4) こうやって作る木の学校~木材利用の進め方

のポイント、工夫事例~文部科学省林野庁，

2009年

5) 改訂増補・建築工事請負契約の研究 5.分業

請負から一式請負ヘ，岩崎倫，1993年

6) 下野新聞記事 (2009年 2月4日)より

7) 製材業者に対するインタビューへの回答によ

る。製材業者によれば、「収穫した丸太のうち正常

ものを 7割選び、うち約 2/3の丸太を製材化し、

そこから約 1/2を製品として得るといった製材へ

の還元率は一般的」との回答があった。

参考文献

1) 森林・林業白書(平成 23年版)，農林水産省

2)こうやって作る木の学校~木材利用の進め方の

ポイント、工夫事例，文部科学省林野庁，

2009年

3) 建築雑誌，日本建築学会，1887---1926年

4) 平成 18年度森林・林業白書，農林水産省

5) あたたかみとうるおいのある木の学校，文部科

学省，1998---2008年
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